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平成20年６月19日（木曜日） 

 

○出席議員（16名） 

    議 長  渡  辺     旺 君     ８ 番  能  村  憲  治 君 

    １ 番  生  田  勇  人 君     ９ 番  北  川     進 君 

    ２ 番  南     和  彦 君     10 番  清  水  文  雄 君 

    ３ 番  川  口  正  己 君     11 番  水  口  裕  子 君 

    ４ 番  藤  井  良  信 君     12 番  八  田  外 茂 男 君 

    ５ 番  恩  道  正  博 君     13 番  中  川     達 君 

    ６ 番  北  川  悦  子 君     14 番  南     守  雄 君 

    ７ 番  夷  藤     満 君     15 番  米   田    満 君 

 

○説明のため出席した者

町    長 八 十 出  泰  成 君

副 町 長 蓑     外 史 男 君

教  育  長 西  尾  雄  次 君

総 務 部 長 
兼まちづくり政策部長 

高  木  和  彦 君

町民福祉部長 荒  家  良  樹 君

都市整備部長 橋  本     稔 君

消 防 長 八  田  精  三 君

会計管理者 
兼会計課長 

黒  田  邦  彦 君

総  務  部 
総 務 課 長       

田  中     徹 君

総  務  部 
総務課参事 

島  田  睦  郎 君

総  務  部 
税 務 課 長 

北     雅  夫 君

まちづくり政策部 
企画財政課長 

山  田  吉  弘 君

  

  

まちづくり政策部企画財政課参事 
兼行財政改革推進室長 

大  徳     茂 君

まちづくり政策部情報政策課長  
兼公聴広報室長 

北  川  真 由 美 君

町民福祉部 
町民生活課長 

川  口  克  則 君

町民福祉部 
町民生活課参事 

宮  崎  裕  子 君

町民福祉部 
健康推進課長 

重  原     正 君

町民福祉部 
介護福祉課長 

長  丸  信  也 君

都市整備部産業振興課長 
兼企業立地推進室長 

転  正     歩 君

都市整備部都市建設課長 
兼北部開発対策室長 

長  田     学 君

都市整備部上下水道課長 
兼新エネルギー開発対策室長 

中  西  昭  夫 君

教育委員会  
学校教育課長 

長  丸  一  平 君

教育委員会 
生涯学習課長 

出  川  常  俊 君

消防本部次長 
兼消防署長 

津  幡     博 君
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○職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長       向     貴 代 治 君

  

事務局書記 東     康  弘 君

 

○議事日程（第３号） 

  平成20年６月19日  午後２時開議 

 日程第１ 

  議案第41号 専決処分の承認を求めることについて 

        〔平成19年度内灘町一般会計補正予算（第７号）〕から 

  議案第69号 財産の取得について 

        〔内灘中学校管理用備品（その３）〕まで 

 日程第２ 

  議案第70号 固定資産評価審査委員会委員の専任につき同意を求めることについて 

        提案理由の説明 

 日程第３ 

  推薦第１号 内灘町農業委員会委員の推薦について 

 日程第４ 

  議案議案第３号 後期高齢者医療制度の廃止を求める意見書の提出について 

（第３号の追加１） 

 日程第１ 

  議会議案第４号 「クールアース・デー」（地球温暖化防止の日）の創設等を求める意見書の 

          提出について 

 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午後２時00分開議 

    ○開   議 

○議長【渡辺旺君】 傍聴に来られました方、

大変ご苦労さまでございます。 

 ただいまの出席議員は16名であります。よ

って、会議の定足数に達しておりますので、

これより本日の会議を開きます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○諸般の報告 

○議長【渡辺旺君】 本日の会議に説明のた

め出席をしている者は、11日の会議に配付の

説明員一覧表のとおりであります。 

 なお、黒田孝雄都市整備部上下水道課参事

より、本日の会議を欠席する届け出がありま

したので、ご了承願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○会議時間の延長 

○議長【渡辺旺君】 本日の会議時間は、議

事の都合により、あらかじめ延長いたします。

これにご異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【渡辺旺君】 ご異議なしと認めます。

よって、本日の会議時間を延長することに決

定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案一括上程 

○議長【渡辺旺君】 日程第１、去る６月13

日、各常任委員会に付託いたしました議案第

41号専決処分の承認を求めることについて

〔平成19年度内灘町一般会計補正予算（第７

号）〕から議案第69号財産の取得について〔内
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灘中学校管理用備品（その３）〕までの29議

案及び継続審査となっております陳情第５号

並びに今期定例会までに受理されました請願

第８号、陳情第６号、請願第９号を一括して

議題といたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○常任委員長報告 

○議長【渡辺旺君】 これより各常任委員会

における議案の審査の経過並びに結果の報告

を求めます。 

 清水文雄総務常任委員長。 

 〔総務常任委員長 清水文雄君 登壇〕 

○総務常任委員長【清水文雄君】 平成20年

第２回定例会において、総務常任委員会に付

託されました議案の審査の経過と結果につい

て、ご報告申し上げます。 

 付託されました議案につきましては、町長

及び関係部課長等からそれぞれ詳細な説明を

求め、慎重に審議を重ねた結果、議案第41号

専決処分の承認を求めることについて〔平成

19年度内灘町一般会計補正予算（第７号）〕

第１条歳入歳出予算の補正中、歳入全部、歳

出第１款議会費第１項議会費、第２款総務費

第１項総務管理費、第２項徴税費、第４項選

挙費、第５項統計調査費、第６項監査委員費、

第７項交通安全対策費、第９款消防費第１項

消防費、第12款公債費第１項公債費、第２条

地方債の補正については、妥当と認め、原案

を承認することに決しました。 

 議案第48号専決処分の承認を求めることに

ついて〔内灘町税条例の一部を改正する条例

について〕は、妥当と認め、原案を承認する

ことに決しました。 

 議案第50号専決処分の承認を求めることに

ついて〔平成20年度内灘町一般会計補正予算

（第１号）〕第１条歳入歳出予算の補正中、

歳入第17款繰入金第１項特別会計繰入金、第

２項基金繰入金については、妥当と認め、原

案を承認することに決しました。 

 議案第54号平成20年度内灘町一般会計補正

予算（第２号）第１条歳入歳出予算の補正中、

歳入全部、歳出第１款議会費第１項議会費、

第２款総務費第１項総務管理費、第２項徴税

費、第６項監査委員費については、妥当と認

め、原案を可とすることに決しました。 

 議案第57号内灘町選挙公報発行に関する条

例の一部を改正する条例については、妥当と

認め、原案を可とすることに決しました。 

 議案第58号内灘町監査委員条例の一部を改

正する条例については、妥当と認め、原案を

可とすることに決しました。 

 議案第63号石川県市町村職員退職手当組合

規約の変更については、妥当と認め、原案を

可とすることに決しました。 

 次に、新規に提出されました請願の審査の

結果を報告いたします。 

 請願第８号「クールアース・デー」(地球温

暖化防止の日)の創設等を求めることについ

ての請願については、採決の結果、賛成多数

で採択することに決しました。 

 以上をもちまして、本委員会に付託されま

した議案の審査の経過並びに結果についての

報告を終わります。 

 なお、本委員会として総務、企画等所管に

かかわる事項について、閉会中も調査するこ

とに決しましたので、申し出いたします。 

 平成20年６月19日 

 総務常任委員会委員長 清水文雄 

○議長【渡辺旺君】 能村憲治文教福祉常任

委員長。 

 〔文教福祉常任委員長 能村憲治君 登壇〕 

○文教福祉常任委員長【能村憲治君】 平成

20年第２回定例会において、文教福祉常任委

員会に付託されました議案の審査の経過と結

果について、ご報告申し上げます。 

 付託されました議案につきましては、町長、

教育長及び関係部課長等からそれぞれ詳細な

説明を求め、慎重に審議を重ねた結果、議案

第41号専決処分の承認を求めることについて

〔平成19年度内灘町一般会計補正予算（第



 －74－

７）〕第１条歳入歳出予算の補正中、歳出第

２款総務費第３項戸籍住民基本台帳費、第３

款民生費第１項社会福祉費、第２項児童福祉

費、第４款衛生費第１項保健衛生費、第２項

清掃費、第10款教育費第１項教育総務費、第

２項小学校費、第３項中学校費、第４項社会

教育費、第５項保健体育費の各款項について

は、いずれも妥当と認め、原案を承認するこ

とに決しました。 

 議案第43号専決処分の承認を求めることに

ついて〔平成19年度内灘町霊園事業特別会計

補正予算（第３号）〕については、妥当と認

め、原案を承認することに決しました。 

 議案第46号専決処分の承認を求めることに

ついて〔平成19年度内灘町国民健康保険特別

会計補正予算（第４号）〕については、妥当

と認め、原案を承認することに決しました。 

 議案第47号専決処分の承認を求めることに

ついて〔平成19年度内灘町介護保険特別会計

補正予算（第４号）〕については、妥当と認

め、原案を承認することに決しました。 

 議案第49号専決処分の承認を求めることに

ついて〔内灘町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例について〕は、採決の結果、賛

成多数で原案を承認することに決しました。 

 議案第51号専決処分の承認を求めることに

ついて〔平成20年度内灘町霊園事業特別会計

補正予算（第１号）〕については、妥当と認

め、原案を承認することに決しました。 

 議案第52号専決処分の承認を求めることに

ついて〔平成20年度内灘町国民健康保険特別

会計補正予算（第１号）〕については、妥当

と認め、原案を承認することに決しました。 

 議案第53号専決処分の承認を求めることに

ついて〔平成20年度内灘町老人保健特別会計

補正予算（第１号）〕については、妥当と認

め、原案を承認することに決しました。 

 議案第54号平成20年度内灘町一般会計補正

予算（第２号）第１条歳入歳出予算の補正中、

歳出第２款総務費第３項戸籍住民基本台帳費、

第３款民生費第１項社会福祉費、第４款衛生

費第１項保健衛生費、第10款教育費第１項教

育総務費、第３項中学校費、第４項社会教育

費、第５項保健体育費の各款項については、

いずれも妥当と認め、原案を可とすることに

決しました。 

 議案第55号平成20年度内灘町介護保険特別

会計補正予算（第１号）については、妥当と

認め、原案を可とすることに決しました。 

 議案第59号内灘町国民健康保険税条例の一

部を改正する条例については、妥当と認め、

原案を可とすることに決しました。 

 議案第60号内灘町手数料徴収条例の一部を

改正する条例については、妥当と認め、原案

を可とすることに決しました。 

 議案第62号内灘町犬ふれあい広場設置条例

を廃止する条例については、妥当と認め、原

案を可とすることに決しました。 

 議案第64号河北郡市斎場施設組合の解散に

ついては、妥当と認め、原案を可とすること

に決しました。 

 議案第65号河北郡市斎場施設組合の解散に

伴う財産処分については、妥当と認め、原案

を可とすることに決しました。 

 議案第66号河北郡市広域事務組合規約の変

更については、妥当と認め、原案を可とする

ことに決しました。 

 議案第68号財産の取得について〔内灘中学

校管理用備品（その２）〕については、妥当

と認め、原案を可とすることに決しました。 

 議案第69号財産の取得について〔内灘中学

校管理用備品（その３）〕については、妥当

と認め、原案を可とすることに決しました。 

 次に、新規に提出されました請願の審査の

結果を報告いたします。 

 請願第９号子宮頸がんの予防ワクチンに関

する意見書の提出を求める請願については、

慎重に審査をした結果、継続審査とすること

に決しました。 

 以上をもちまして、本委員会に付託されま
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した議案の審査の経過並びに結果についての

報告を終わります。 

 なお、本委員会として教育、福祉等所管に

かかわる事項について、閉会中も調査するこ

とに決しましたので、申し出いたします。 

 平成20年６月19日 

 文教福祉常任委員会委員長 能村憲治 

○議長【渡辺旺君】 北川進産業建設常任委

員長。 

 〔産業建設常任委員長 北川進君 登壇〕 

○産業建設常任委員長【北川進君】 平成20

年第２回定例会において、産業建設常任委員

会に付託されました議案の審査の経過と結果

について、ご報告申し上げます。 

 付託されました議案につきましては、町長、

副町長及び関係部課長等からそれぞれ詳細な

説明を求め、慎重に審議を重ねた結果、議案

第41号専決処分の承認を求めることについて

〔平成19年度内灘町一般会計補正予算（第７

号）〕第１条歳入歳出予算の補正中、歳出第

６款農林水産業費、第１項農業費、第２項林

業費、第７款商工費第１項商工費、第８款土

木費第１項土木管理費、第２項道路橋りょう

費、第３項都市計画費については、妥当と認

め、原案を承認することに決しました。 

 議案第42号専決処分の承認を求めることに

ついて〔平成19年度内灘町公共下水道事業特

別会計補正予算（第４号）〕については、妥

当と認め、原案を承認することに決しました。 

 議案第44号専決処分の承認を求めることに

ついて〔平成19年度内灘町土地区画整理事業

特別会計補正予算（第３号）〕については、

妥当と認め、原案を承認することに決しまし

た。 

 議案第45号専決処分の承認を求めることに

ついて〔平成19年度内灘町新エネルギー事業

特別会計補正予算（第３号）〕については、

妥当と認め、原案を承認することに決しまし

た。 

 議案第54号平成20年度内灘町一般会計補正

予算（第２号）第１条歳入歳出予算の補正中、

歳出第６款農林水産業費第１項農業費、第８

款土木費第２項道路橋りょう費、第３項都市

計画費については、妥当と認め、原案を可と

することに決しました。 

 議案第56号道の駅内灘サンセットパーク条

例については、妥当と認め、原案を可とする

ことに決しました。 

 議案第61号内灘町都市公園条例の一部を改

正する条例については、妥当と認め、原案を

可とすることに決しました。 

 議案第67号道の駅内灘サンセットパークの

指定管理者の指定については、妥当と認め、

原案を可とすることに決しました。 

 次に、継続審査となっていた陳情の審査の

結果を報告いたします。 

 陳情第５号「鳥獣被害防止特措法」関連予

算を、鳥獣捕殺ではなく自然林復元と被害防

除に使うこと等を求める意見書提出に関する

陳情については、慎重に審査した結果、継続

審査とすることに決しました。 

 次に、新規に提出された陳情の審査の結果

を報告いたします。 

 陳情第６号過剰な農薬取締法により、植物

からなる、農業用有機資材を締め出す不法な

行政指導の改善を求める意見書提出に関する

陳情書については、慎重に審査した結果、継

続審査とすることに決しました。 

 以上をもちまして、本委員会に付託されま

した議案の審査の経過並びに結果についての

報告を終わります。 

 なお、本委員会として水道事業及び公共下

水道、都市計画事業など所管にかかわる事項

について、閉会中も調査することに決しまし

たので、申し出いたします。 

 平成20年６月19日 

 産業建設常任委員会委員長 北川進 

○議長【渡辺旺君】 これをもって各常任委

員長の報告を終わります。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
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    ○質   疑 

○議長【渡辺旺君】 各常任委員長報告に対

する質疑を許します。 

 質疑ありませんか。──質疑なしと認めま

す。 

 これをもって質疑を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○討   論 

○議長【渡辺旺君】 次に、討論に入ります。 

 討論ありませんか。──討論なしと認めま

す。 

 これをもって討論を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○表   決 

○議長【渡辺旺君】 これより議案の採決に

入ります。 

 まず、議案第41号専決処分の承認を求める

ことについて〔平成19年度内灘町一般会計補

正予算（第７号）〕を採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案承認

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【渡辺旺君】 起立全員であります。

よって、議案第41号は原案のとおり承認され

ました。 

 

○議長【渡辺旺君】 次に、議案第42号専決

処分の承認を求めることについて〔平成19年

度内灘町公共下水道事業特別会計補正予算

（第４号）〕、議案第43号専決処分の承認を

求めることについて〔平成19年度内灘町霊園

事業特別会計補正予算（第３号）〕、議案第

44号専決処分の承認を求めることについて

〔平成19年度内灘町土地区画整理事業特別会

計補正予算（第３号）〕、議案第45号専決処

分の承認を求めることについて〔平成19年度

内灘町新エネルギー事業特別会計補正予算

（第３号）〕の４議案を一括して採決いたし

ます。 

 各議案に対する委員長の報告は、いずれも

原案承認であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【渡辺旺君】 起立全員であります。

よって、議案第42号、議案第43号、議案第44、

議案第45号の４議案は原案のとおり承認され

ました。 

 

○議長【渡辺旺君】 次に、議案第46号専決

処分の承認を求めることについて〔平成19年

度内灘町国民健康保険特別会計補正予算（第

４号）〕、議案第47号専決処分の承認を求め

ることについて〔平成19年度内灘町介護保険

特別会計補正予算（第４号）〕の２議案を一

括して採決いたします。 

 各議案に対する委員長の報告は、いずれも

原案承認であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【渡辺旺君】 起立全員であります。

よって、議案第46号、議案第47号の２議案は

原案のとおり承認されました。 

 

○議長【渡辺旺君】 次に、議案第48号専決

処分の承認を求めることについて〔内灘町税

条例の一部を改正する条例について〕を採決

いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案承認

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【渡辺旺君】 起立多数であります。

よって、議案第48号は原案のとおり承認され

ました。 
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○議長【渡辺旺君】 次に、議案第49号専決

処分の承認を求めることについて〔内灘町国

民健康保険税条例の一部を改正する条例につ

いて〕を採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案承認

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【渡辺旺君】 起立多数であります。

よって、議案第49号は原案のとおり承認され

ました。 

 

○議長【渡辺旺君】 次に、議案第50号専決

処分の承認を求めることについて〔平成20年

度内灘町一般会計補正予算（第１号）〕を採

決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案承認

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【渡辺旺君】 起立全員であります。

よって、議案第50号は原案のとおり承認され

ました。 

 

○議長【渡辺旺君】 次に、議案第51号専決

処分の承認を求めることについて〔平成20年

度内灘町霊園事業特別会計補正予算（第１

号）〕、議案第52号専決処分の承認を求める

ことについて〔平成20年度内灘町国民健康保

険特別会計補正予算（第１号）〕、議案第53

号専決処分の承認を求めることについて〔平

成20年度内灘町老人保健特別会計補正予算

（第１号）〕の３議案を一括して採決いたし

ます。 

 各議案に対する委員長の報告は、いずれも

原案承認であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【渡辺旺君】 起立全員であります。

よって、議案第51号、議案第52号、議案第53

号の３議案は原案のとおり承認されました。 

 

○議長【渡辺旺君】 次に、議案第54号平成

20年度内灘町一般会計補正予算（第２号）を

採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案可決

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【渡辺旺君】 起立全員であります。

よって、議案第54号は原案のとおり可決され

ました。 

 

○議長【渡辺旺君】 次に、議案第55号平成

20年度内灘町介護保険特別会計補正予算（第

１号）を採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案可決

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【渡辺旺君】 起立全員であります。

よって、議案第55号は原案のとおり可決され

ました。 

 

○議長【渡辺旺君】 次に、議案第56号道の

駅内灘サンセットパーク条例について、議案

第57号内灘町選挙公報発行に関する条例の一

部を改正する条例について、議案第58号内灘

町監査委員条例の一部を改正する条例につい

ての３議案を一括して採決いたします。 

 各議案に対する委員長の報告は、いずれも

原案可決であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 
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○議長【渡辺旺君】 起立全員であります。

よって、議案第56号、議案第57号、議案第58

号の３議案は、原案のとおり可決されました。 

 

○議長【渡辺旺君】 次に、議案第59号内灘

町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

についてを採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案可決

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【渡辺旺君】 起立全員であります。

よって、議案第59号は原案のとおり可決され

ました。 

 

○議長【渡辺旺君】 次に、議案第60号内灘

町手数料徴収条例の一部を改正する条例につ

いて、議案第61号内灘町都市公園条例の一部

を改正する条例についての２議案を一括して

採決いたします。 

 各議案に対する委員長の報告は、原案可決

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【渡辺旺君】 起立全員であります。

よって、議案第60号、議案第61号の２議案は

原案のとおり可決されました。 

 

○議長【渡辺旺君】 次に、議案第62号内灘

町犬ふれあい広場設置条例を廃止する条例に

ついてを採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案可決

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【渡辺旺君】 起立全員であります。

よって、議案第62号は原案のとおり可決され

ました。 

 

○議長【渡辺旺君】 次に、議案第63号石川

県市町村職員退職手当組合規約の変更につい

てを採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案可決

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【渡辺旺君】 起立全員であります。

よって、議案第63号は原案のとおり可決され

ました。 

 

○議長【渡辺旺君】 次に、議案第64号河北

郡市斎場施設組合の解散について、議案第65

号河北郡市斎場施設組合の解散に伴う財産処

分について、議案第66号河北郡市広域事務組

合規約の変更についての３議案を一括して採

決いたします。 

 各議案に対する委員長の報告は、いずれも

原案可決であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【渡辺旺君】 起立全員であります。

よって、議案第64号、議案第65号、議案第66

号の３議案は原案のとおり可決されました。 

 

○議長【渡辺旺君】 次に、議案第67号道の

駅内灘サンセットパークの指定管理者の指定

についてを採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案可決

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【渡辺旺君】 起立全員であります。

よって、議案第67号は原案のとおり可決され

ました。 
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○議長【渡辺旺君】 次に、議案第68号財産

の取得について〔内灘中学校管理用備品（そ

の２）〕、議案第69号財産の取得について〔内

灘中学校管理用備品（その３）〕の２議案を

一括して採決いたします。 

 各議案に対する委員長の報告は、いずれも

原案可決であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【渡辺旺君】 起立全員であります。

よって、議案第68号、議案第69号の２議案は

原案のとおり可決されました。 

 

○議長【渡辺旺君】 次に、継続審査となっ

ております陳情を採決いたします。 

 陳情第５号「鳥獣被害防止特措法」関連予

算を、鳥獣捕殺ではなく自然林復元と被害防

除に使うこと等を求める意見書提出に関する

陳情を採決いたします。 

 本陳情に対する委員長の報告は、継続審査

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【渡辺旺君】 起立多数であります。

よって、陳情第５号は委員長の報告のとおり

継続審査とすることに決定いたしました。 

 

○議長【渡辺旺君】 次に、今期定例会まで

に受理しました請願・陳情を採決いたします。 

 まず、請願第８号「クールアース・デー」

（地球温暖化防止の日）の創設等を求めるこ

とについてを採決いたします。 

 本請願に対する委員長の報告は、採択であ

ります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【渡辺旺君】 起立多数であります。

よって、請願第８号は委員長の報告のとおり

採択することに決定いたしました。 

 

○議長【渡辺旺君】 次に、陳情第６号過剰

な農薬取締法により、植物からなる、農業用

有機資材を締め出す不法な行政指導の改善を

求める意見書提出に関する陳情書を採決いた

します。 

 本陳情に対する委員長の報告は継続審査で

あります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【渡辺旺君】 起立全員であります。

よって、陳情第６号は委員長の報告のとおり

継続審査とすることに決定いたしました。 

 

○議長【渡辺旺君】 次に、請願第９号子宮

頸がんの予防ワクチンに関する意見書の提出

を求める請願を採決いたします。 

 本請願に対する委員長の報告は、継続審査

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【渡辺旺君】 起立多数であります。

よって、請願第９号は委員長の報告のとおり

継続審査とすることに決定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○追加議案の上程 

○議長【渡辺旺君】 日程第２、追加議案の

上程を行います。 

 議案第70号固定資産評価審査委員会委員の

専任につき同意を求めることについてを議題

といたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○提案理由の説明 

○議長【渡辺旺君】 これより町長から追加

議案に対する提案理由の説明を求めます。八
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十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 議員各位におかれ

ましては、６月11日の議会開会以来、連日に

わたりまして慎重なるご審議を賜り、まこと

にありがとうございました。 

 また、今ほどは今定例会に上程いたしまし

たすべての議案につきまして、適切なるご決

議を賜り、重ねて感謝を申し上げる次第でご

ざいます。 

 それでは、ただいま追加提案をいたしまし

た議案につきまして提案理由の説明を申し上

げます。 

 議案第70号 固定資産評価審査委員会委員

の選任につき同意を求めることにつきまして

は、現委員の三松梅治氏が来る７月24日をも

って任期満了を迎えるため、その後任として

高桑眞知子氏を選任いたしたく、議会の同意

を求めるものでございます。 

 以上、追加議案の提案理由の説明をいたし

ましたが、どうぞ適切なるご決議を賜ります

よう、よろしくお願いいたします。 

○議長【渡辺旺君】 提案理由の説明は終わ

りました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質   疑 

○議長【渡辺旺君】 これより追加議案に対

する質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。──質疑なしと認めま

す。 

 これをもって質疑を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○討   論 

○議長【渡辺旺君】 次に、討論に入ります。 

 討論ありませんか。──討論なしと認めま

す。 

 これをもって討論を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○表   決 

○議長【渡辺旺君】 これより議案の採決に

入ります。 

 議案第70号固定資産評価審査委員会委員の

選任につき同意を求めることについてを採決

いたします。 

 お諮りいたします。固定資産評価審査委員

会委員の選任につき同意を求めることについ

ては、これに同意することに賛成の諸君の起

立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【渡辺旺君】 起立全員であります。

よって、議案第70号固定資産評価審査委員会

委員の選任につき同意を求めることについて

は、これに同意することに決定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○農業委員会委員の推薦について 

○議長【渡辺旺君】 日程第３、推薦第１号

内灘町農業委員会委員の推薦についてを議題

といたします。 

   〔中川達議員、生田勇人議員除斥〕 

○議長【渡辺旺君】 お諮りいたします。農

業委員会等に関する法律第12条第１項第２号

の規定に基づく議会推薦の農業委員会委員は

２人とし、中川達さん、生田勇人さんを推薦

したいと思います。これにご異議ございませ

んか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【渡辺旺君】 ご異議なしと認めます。

よって、議会推薦の農業委員会委員は２人と

し、中川達さん、生田勇人さんを推薦するこ

とに決定いたしました。 

   〔中川達議員、生田勇人議員着席〕 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案の上程 

○議長【渡辺旺君】 日程第４、議会議案第

３号後期高齢者医療制度の廃止を求める意見

書の提出についてを議題といたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○提案理由の説明 

○議長【渡辺旺君】 提案理由の説明を提出

者である清水文雄さんから求めます。清水文
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雄議員。 

   〔10番 清水文雄君 登壇〕 

○10番【清水文雄君】 それでは、提案をい

たします。 

 私と水口裕子議員、北川悦子議員が発議者

となり提出いたしました後期高齢者医療制度

の廃止を求める意見書につきまして、私のほ

うから提案の理由を申し上げ、議員各位のご

理解とご賛同をお願いするものでございます。 

 この意見書は、なぜ提案をいたしたかとい

うと、この４月からスタートした後期高齢者

医療制度が国民、そして町民の理解を全く得

られるものではないからであります。我が町

内の多くの方から、「こんな高齢者いじめの

制度はなくしてほしい」「うば捨て山とも言

える制度には腹が立つ」、そんな多くの声が

聞こえてまいるわけであります。このまま制

度を続けては高齢者、障害者の健康と生活に

悪影響を及ぼすことは明らかでありますし、

さらに日本が世界に誇り、国民の共有財産で

ある国民皆保険制度を壊しかねないのであり

ます。 

 ご存じのとおり、後期高齢者医療制度は医

療費が一番かかる人々、言いかえれば、医療

を最も必要としている75歳以上の高齢者と65

歳から74歳で一定の障害のある人たちを別枠

にして、従来の医療保険から切り離し、費用

の調整、医療の内容などについて操作をしや

すくするものであります。まさに排除の論理

なのであります。 

 同時に、この制度はかかった医療費の約

10％を本人たちが自己責任で支払うことをは

っきりとさせたわけであります。実務に当た

った厚労省の担当責任者はある会合で、「医

療費が際限なく上がっていく痛みを後期高齢

者がみずから自分の感覚で感じ取っていただ

くことにした」、そんな発言をしているわけ

であります。 

 医療費を抑制するためには、高齢者の健康

や生活が犠牲になっても仕方がないというの

がこの制度の本質なのであります。 

 保険料は医療費に応じてふえてきます。厚

労省の推計によれば、その伸び率は他の医療

保険に比べて群を抜いているわけであります。

多くの高齢者は保険料負担に余裕はなく、保

険料はすぐに天井に突き当たり、その結果、

医療内容が制限をされ、粗末な医療しか受け

られなくなる危険性が非常に高いのでありま

す。 

 また、保険料の滞納が続けば保険証が取り

上げられ、医療を受ける機会が奪われるので

あります。いや応ない保険料の年金天引きも

国民、町民の納得を得られるものではありま

せん。 

 さらに、国会の審議でも明らかなように、

保険料は総じて低所得者は負担が軽く、高所

得者は高くなるとの厚労省の説明は、明らか

に誤りでありました。同制度には、社会保険

制度の根幹である所得配分、所得再配分の機

能がしっかりと組み込まれていないことがわ

かったわけであります。高齢者の所得格差、

そして地域格差を助長するものにほかなりま

せん。 

 このように問題が山積する後期高齢者医療

制度は廃止するしか道はありません。一たん、

この制度を白紙に戻し、国民的議論を踏まえ

て、もう一度やり直すべきであります。 

 今、国会では、この問題をめぐって与野党

の対立が続き、同制度の廃止法案が参議院で

可決をされましたが、衆議院ではどうも継続

審議になるようであります。しかし、こうし

た中で、私が言うまでもありませんが、情報

化社会の発達による住民意識の高揚によって

地方議会における住民世論や行政需要を先取

りする政策活動の必要性は重要なものとなっ

ております。 

 そして、そうした政策の実現に向けた政府

等に対する唯一の法的手段としての意見書が

持つ意味は、極めて大事なことであります。 

 このようなことから見ても、私はこの高齢



 －82－

者医療制度の問題は与野党や政党間の政争の

具にするのではなく、国民、町民、とりわけ

これまでの時代を支えてきた大先輩である高

齢者の方々の目線に立って考えていかなけれ

ばならないと思うのであります。ぜひとも当

町議会としてもそうした立場に立っての審議

をお願いするものであります。 

 緊急を要するものと理解をし、本意見書を

衆議院議長並びに関係大臣に提出し、後期高

齢者医療制度の廃止を求めるものであります。 

 よろしくご審議の上、ご賛同をいただきま

すよう心からお願いを申し上げまして、提案

の理由の説明を終わらせていただきます。 

 よろしくお願いをいたします。 

○議長【渡辺旺君】 提案理由の説明は終わ

りました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質   疑 

○議長【渡辺旺君】 これより議案に対する

質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。──質疑なしと認めま

す。 

 これをもって質疑を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○討   論 

○議長【渡辺旺君】 次に、討論に入ります。 

 討論ありませんか。 

 ２番、南和彦さん。 

   〔２番 南和彦君 登壇〕 

○２番【南和彦君】 南でございます。 

 私は、この議会議案第３号後期高齢者医療

制度の廃止を求める意見書について、反対の

立場で討論させていただきたいというふうに

思います。 

 私の反対の内容は、２点の角度からござい

ます。 

 まず１点目は、この意見書自体のこの内容

ですね。意見書の内容についてと、もう一つ

はこの制度の内容についてのこの２つの角度

から反対をさせていただきたいというふうに

思います。 

 まず、この意見書を一読させていただきま

したところ、最後に「同制度を廃止する」と

いうことと、もう一つは最後の文末に「抜本

的な見直しを求める」というふうな文言が書

かれているかと思います。 

 この文末の「抜本的な見直しを求める」と

いうことは何を意味するのかわからないとい

うことをもって、この意見書に反対をさせて

いただきたいなと。 

 この意見書のタイトルは、「医療制度の廃

止を求める意見書」でありまして、最後の文

末に「抜本的な見直しを求める」と。何に対

して見直しを求めているのか、全くこの文章

ではわからないというところにあります。 

 もう一つは、この制度の内容の廃止につい

ての反対の意見でございますが、まずそれを

申し上げる前に最初に申し上げたいのは、決

してこの制度がスタートとしたことによって

私はこれによってふぐあいが生じるお立場の

方々、このお立場の方々を決して無視してい

るという意味合いで反対をさせていただくと

いうことではないということのご理解をまず

皆さんに求めたいと思います。 

 その上で、後期高齢者医療制度は今後ます

ます進行すると思われる我が国の高齢者社会、

これに適応していくという目的を持った制度

でございます。まずここにぶれちゃいけない

というふうに思います。 

 本年４月に創設されたものでありまして、

スタート以来、今ほどの提出議員であられま

す清水議員のおっしゃるように、さまざまな

ふぐあいがあるかと思います。スタート以来、

さまざまな指摘を受け、またさまざまな物議

を醸しているこの制度ですね。政府・与党も

現在、国民に理解を得られるような制度の改

正、これに取り組んでいるのではないかなと

いうふうに私は理解をしております。 

 したがいまして、現段階においてのこの意

見書、そして制度の廃止、これには賛成しか
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ねるところでありまして、あわせて皆様のご

理解と、あわせてご賛同を求めたいと思いま

す。 

 以上、終わります。 

○議長【渡辺旺君】 ほかに討論ありません

か。 

 11番、水口裕子さん。 

   〔11番 水口裕子君 登壇〕 

○11番【水口裕子君】 提出議案３号につい

て、賛成討論を行いたいと思います。 

 ただいま南議員がおっしゃいました一つの

意見ですけれども、抜本的に見直してすると

いうのが何のことかわからないというふうな

お話でございましたけれども、それは抜本的

に見直してください、全体を。そうしたら、

その結果、やっぱり廃止しか持っていくとこ

ろはないですという、そういうふうな私は意

味合いだととっておりますけれども。そのよ

うなことでお願いしたいと思います。 

 それから、４月からスタートしました後期

高齢者医療制度ですけれども、名前が「長寿

医療制度」というふうに何か変わりましたけ

れども、それが本当に小手先のことでありま

して、名前を変えても75歳以上の高齢者をそ

れ以下の年齢の方たちと差別し、振り分けて

しまうという、そういうものにほかならない

わけでございます。 

 安心して年をとることのできないこの非情

な制度、このことについては今ほど清水議員

が事細かに提案理由で述べてくださいました。

本当にそのとおりだと私も思っております。

わずかな年金からも普通徴収という、本当に

そういう「普通」という名前をつければそれ

で済むというような、そんなやり方で強制的

に天引きされていくわけでございます。高齢

者を苦しめるだけのものでございます。 

 障害のある人たちにも10県などで意思の確

認もせずに強制加入がされているということ

も聞いております。高齢者の方々、それから

障害者の方々、そういった方にとって大変な

そういう方々を苦しめる、そんな制度に対し

ては本当に廃止を求めていきたいと思ってお

ります。 

 世界に誇れる国民皆保険を破壊し、医療格

差につながっていくこの制度は廃止していた

だきたいと。若い方もたくさんいらっしゃい

ますけれども、でも皆さんがこれを自分の問

題として考えた上で、この提出議案に賛成し

てくださるようにお願いいたします。 

 以上です。 

○議長【渡辺旺君】 ほかに討論ありません

か。 

 ８番、能村憲治さん。 

   〔８番 能村憲治君 登壇〕 

○８番【能村憲治君】 私は、議会議案第３

号後期高齢者医療制度の廃止を求める意見書

について、反対の立場で討論をさせていただ

きます。自由民主党内灘支部を代表して討論

をさせていただきます。 

 この制度は、今国会にスタートしたところ

であり、不備な点も少々出ていることは事実

であります。しかし、今国会において審議さ

れているのであり、制度自身を廃止するとい

うのは余りにも乱暴な話であって、医療制度

そのものは高齢者医療に対して何らかの策を

講じなければならないというのが現実であり

ます。 

 今国会で中身を十分審議して、よりよい制

度にしていこうとしている現在、この制度に

対して皆様の理解をしていただきたいと、こ

のように思いますので、この意見書に対して

は賛成をいたしかねます。 

 ぜひ皆様方のご賛同をよろしくお願いをい

たします。 

○議長【渡辺旺君】 ほかにありませんか。 
 ６番、北川悦子さん。 
   〔６番 北川悦子君 登壇〕 

○６番【北川悦子君】 北川です。 

 議会議案第３号について、賛成の立場で一

言申し上げたいと思います。 
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 ４月１日から実施されたこの後期高齢者医

療制度、皆さんのところにも声がいろいろ上

がっているかと思います。「こんな保険料を

取られたら、とても生きていけない」「長生

きは罪なのですか」、同じような声が上がっ

て、皆さんお聞きになられているかと思いま

す。 

 75歳という年齢を重ねただけで、今まで入

っていた国保や健保から追い出され、保険料

は年金天引き、払えない高齢者からは保険証

を取り上げる。先ほども提案理由の中にあり

ました。その上、健康診断から外来、入院、

終末期まであらゆる段階で安上がりの差別医

療を、なぜ75歳という年齢を重ねて、その75

歳という年を区切ってしなければならないの

か。そこに私はすごい怒りを感じるわけです。 

 廃止しかないその第１の理由は、医療費削

減を目的にして75歳以上の高齢者を差別する

ことは、どんな理由があっても許されないか

らです。 

 政府のねらいは、高齢者は別枠の医療保険

に囲い込む。高い負担を押しつけ、診療報酬

も別建てにすることで安上がりな差別医療を

押しつけることです。どんな理由があれ、医

療という人間の命にかかわる問題で、高齢者

を差別する制度は、一刻も続けさせるわけに

はいきません。 

 第２の理由としては、この制度が存続すれ

ばするほど、ますます過酷な痛みを高齢者と

国民に押しつけるということです。 

 保険料は天井を知らずに値上げされます。

今見直しとか言われていますけれども、根本

のところで財源を削減するというところから

出発していますので、どうしても保険料を上

げなければならないというようなことで、後

期高齢者医療保険料は２年ごとに見直しされ、

75歳以上の人口がふえれば自動的に値上がり

する制度になっています。長寿の人がふえる

だけで、保険料が値上げになるのです。 

 その上に、医療技術の進歩など、１人当た

りの医療給付費がふえればもっと値上がりす

る仕掛けになっています。長生きをするのは

申しわけないと言って生きていかなければな

らないということになります。その気持ちに

なってみてください。 

 第３の理由としては、すべての世代に重い

負担と医療切り捨てを押しつける制度です。

標的にされているのは高齢者、75歳以上とい

うことで、高齢者だけのように思いますけれ

ども、世代の違いを超えて、この重い負担は

若い人たちのところにもかかっています。 

 特に標的にされているのは団塊の世代です。

この世代が後期高齢者になったときに、負担

増と医療切り捨てを一層進めることがねらい

なのです。 

 後期高齢者医療、後期高齢者支援金は、こ

れまでの老人保健制度より増額され、健康保

険組合連合会では5,000億円の負担増になる

としています。市町村国保を含めて、現役世

代の保険料の値上げの動きも出ています。 

 このような３点から、小手先の見直しでは

なく、撤廃して、安心して医療制度、医療が

受けられるような制度を国民的な討論でして

いきたいと私は思います。 

 財源を理由に高齢者を差別する医療制度を

つくってよいのでしょうか。何回も申し上げ

ますけれども、高齢者差別はどんな理由であ

れ許されません。 

 じゃ、財源はどこからというような声が聞

こえてまいりますけれども、大企業や高額所

得者に７兆円もの減税をし、年間５兆円もの

税金を軍事費に流し込む在日米軍再編に３兆

円もの税金をぽんと出そうとしております。

これらの財源を考えれば、消費税に頼らなく

ても社会保障に財源をつくることができます。 

 以上申し上げたような点から、私は誕生か

ら命を与えられて、それからいろんな苦労を

されて75歳まで生きてきて、若いときにはそ

の方たちは高齢の方たちを支えてきました。

こんなによい日本の皆保険制度があります。
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これを壊す第一歩が、この後期高齢者医療制

度だと思います。 

 皆さん方、よくお考えになられて賛同して

くださいますようお願いいたしまして、討論

を終わります。 

○議長【渡辺旺君】 ほかに討論ありません

か。 

 ４番、藤井良信さん。 

   〔４番 藤井良信君 登壇〕 

○４番【藤井良信君】 議席４番、藤井良信

でございます。 

 ４月から始まりました国民皆保険制度でご

ざいますが、持続可能な制度として必要不可

欠の制度であるという立場から反対の討論を

いたします。 

 この長寿医療制度には、個人単位の所得に

比例して保険料を負担してもらう制度へと転

換しながらも、保険料の負担軽減の判定基準

を世帯単位にすることはそもそもおかしいと

考えられ、それに対して厚生労働省の言い分

は、そのためには1,200億円以上の追加予算措

置をしなければならないとし、また国保や介

護保険制度の整合性から、今の制度に波及し

た場合、先ほどもお話がございましたけれど

も、数千億円の新たな財源措置が必要となっ

てくるとの理由から改善を渋っておるようで

ございますが、政治が国民の側に立ってもっ

と努力すべきと公明党は主張をしているとこ

ろでございます。 

 ところで、この長寿医療制度、今、廃止す

ればどの医療保険制度に戻るのか、ご存じで

しょうか。私のほうから申し上げるまでもな

く、老人保健制度に戻ります。 

 そして、その老人保健制度の対象者は、も

ともと65歳以上の障害のある方、75歳以上の

高齢者であるということは、今と全く同じ医

療制度に戻り、同じ医療サービスを受けると

いうことです。 

 このように、75歳以上という区分は、今の

長寿医療制度で初めて決まったものではござ

いません。ということは、この廃止の要望は

残念ながら成立いたしません。なぜなら廃止

しても戻るところがないのです。 

 また、国保の財政破綻が危機的状況の中に

戻って、どうしようというのでしょうか。こ

れまでの老人保健制度の根幹となっていた老

人保健法に基づいて国会で10年にわたり検討

もされて、長寿医療制度が創設されました。

旧来の老人保健法はもう改正されてしまった

のです。 

 これらのことから長寿医療制度は、その根

幹を崩すことなく、より安定的な運用の改善

と軽減措置の改善をさらに進めるべきとのこ

とから、ただいまの長寿医療制度の廃止要望

には反対をさせていただきます。 

 以上です。 

○議長【渡辺旺君】 ほかにございませんか。

──討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○表   決 

○議長【渡辺旺君】 これより議案の採決に

入ります。 

 議会議案第３号後期高齢者医療制度の廃止

を求める意見書の提出についてを採決いたし

ます。 

 お諮りいたします。本議案は、原案のとお

り決定することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【渡辺旺君】 起立少数であります。

よって、議会議案第３号は否決されました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○休   憩 

○議長【渡辺旺君】 この際、暫時休憩いた

します。 

           午後３時06分休憩 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午後３時30分再開 

    ○再   開 
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○議長【渡辺旺君】 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 議事を続行いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○追加議案の上程 

○議長【渡辺旺君】 追加日程第１、議会議

案第４号「クールアース・デー」（地球温暖

化防止の日）の創設等を求める意見書の提出

についてを議題といたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○提案理由の省略 

○議長【渡辺旺君】 お諮りいたします。本

２議案につきましては、会議規則第39条第２

項の規定により、提案理由の説明を省略する

ことにいたしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【渡辺旺君】 ご異議なしと認めます。

よって、本議案については提案理由の説明を

省略することに決定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質   疑 

○議長【渡辺旺君】 次に、質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。――質疑なしと認めま

す。 

 これをもって質疑を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○討   論 

○議長【渡辺旺君】 次に、討論に入ります。 

 討論ありませんか。――討論なしと認めま

す。 

 これをもって討論を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○表   決 

○議長【渡辺旺君】 これより議案の採決に

入ります。 

 議会議案第４号「クールアース・デー」（地

球温暖化防止の日）の創設等を求める意見書

の提出についてを採決いたします。 

 お諮りいたします。本議案は原案のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【渡辺旺君】 起立多数であります。

よって、議会議案第４号は原案のとおり可決

されました。 

 ただいま可決されました意見書の提出先及

びその他の処理方法につきましては、議長に

一任願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○閉会中継続審査及び調査 

○議長【渡辺旺君】 次に、議会運営委員長

及び各常任委員長並びに各特別委員長から、

目下委員会において審査中の事件につき、会

議規則第75条の規定により閉会中の継続審査

並びに調査の申し出があります。 

 お諮りいたします。各委員長からの申し出

のとおり、閉会中の継続審査並びに調査に付

することにご異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【渡辺旺君】 ご異議なしと認めます。 

 よって、各委員長から申し出のとおり閉会

中の継続審査並びに調査に付することに決定

をいたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議会広報対策特別委員並びに議長 

     の県外行政視察研修への派遣につ 

     いて 

○議長【渡辺旺君】 次に、議会広報対策特

別委員並びに私、議長の県外行政視察研修へ

の派遣について、お諮りいたします。 

 来る７月16日から18日までの間、議会広報

研修のため、議会広報対策特別委員並びに、

私、議長を愛知県、静岡県方面へ派遣したい

と思います。 

 なお、派遣する議員の出張等細部の取り扱

いについては、あらかじめ議長に一任された

いと思います。これにご異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【渡辺旺君】 ご異議なしと認めます。

よって、本件は派遣することに決定いたしま
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した 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○閉議・閉会 

○議長【渡辺旺君】 以上で今回の定例会に

付議されました議件は全部議了いたしました。 

 よって、平成20年第２回内灘町議会定例会

を閉会いたします。 

 連日、長時間にわたり精力的にご審議いた

だきまして、まことにご苦労さまでございま

した。 

           午後３時33分閉会 

 地方自治法第123条第２項の規定により、こ

こに署名する。 

 議会議長 

 

 署名議員 

 

 署名議員 


